
「大阪の会」の２４年（11）	 

「教育機会多様化法案」のゆくえ（続）	 
	 

山田	 潤 
 
この秋の臨時国会は、結局、開かれることなく、

「教育機会多様化法案」の上程は次回の通常国会以

降にもちこしとなった。この間に、フリースクール

議員連盟で立法チームの座長をしていた馳浩衆院議

員が文部科学大臣になった（副大臣のひとりは義家

弘介同議員）。この人事で文部科学省そのものが同法

案の推進主体になるかといえば、そうはならない。

内閣提出の法案ではなく、議員立法として進められ

てきたからこそ、文科省は、いわば部外者として、

たとえ立法化されてもその具体的な運用の主導権は

握れると考えていたのだし、財政上の裏付けについ

ても「財務省が･･･」で逃げることができたのである。	 

就任直後の記者会見（10月7日）においても、同

法案のゆくえについて、馳新大臣は次のように語っ

ている。「今、作業は各党手続きに入っております。

自由民主党は、実は次の勉強会で私が逐条解説をす

るという予定になっておりましたが、大臣という職

をいただいたので、党の活動にあれこれ口を出すと

いうわけにはなかなかいきません」。	 

財務省はといえば、10月26日、文科省に対して、

小中学校の教職員数を今後の９年間で 37000 人削減

することや、大学へ運営交付金を減らして授業料の

さらなる値上げを促すこと、などを求めている。文

教予算の総枠がきびしく抑え込まれようとしている

現実のなかで、長期欠席のこどもの学習支援に新た

な財源が手当される見込みはまずないと見なければ

ならないし、かりに何らかの予算手当がなされれば、

それに見合う他の教育予算が削られることになり、

その選別の妥当性がはげしい論議を呼ぶことになろ

う。議員連盟への要望書おいて「学校に行き続けて

いる子およびその親とのあいだに、これまでにはな

かった利害の対立が生じるのではないか、そのこと

を強く懸念いたします」とわたしが書いたのは、そ

れゆえである。	 

もともと手当される見込みの薄い財源について、

学校教育法に縛られないフリースクールや、学校を

長期欠席しているこどもの保護者個人に公金を支出

してもよいのかという問題をクリアするために「個

別学習計画」の作成と教育委員会による認定という

手続き条項がひねり出されたのだとすれば、これほ

ど人を小馬鹿にした話はない。わたしは当初、この

「個別学習計画」が、どこから、どういう理由で持

ち出されたものなのか、その事情がうまく理解でき

なかった。こんなものを親の会やフリースクールの

側から積極的に持ち出すことなど考えられないから

だ。	 

憲法第89条は、公金や公の財産を、公の支配に属

しない慈善や教育などの事業に支出したり、その利

用に供したりしてはならない、と定めている。これ

を踏まえて、国会では過去に、フリースクールにた

いする公費助成が可能になる仕組みについて（具体

的にいえば、どうすれば「公の支配に属している」

とみなしうるのかについて）質疑応答が行われてい

た。2008年当時の渡海文科大臣は、フリースクール

は民間の自由な活動であって、国や地方自治体の規

制をなんら受けるものではないから、公の支配に属

すると解釈するのは非常にむずかしい、と回答して

いるのである。	 

この部分については、「STOP！ 多様な教育機会確

保法案 不登校の子どもの権利があぶない！ 11

月 2 日緊急フォーラム」で配布された石井小夜子弁護

士のメモ「憲法 89 条とフリースクール等への援助」を参

照。多様化法案の全体としての稚拙さを論じた金井利之

東大法学部教授（行政学）の講演レジュメもたいへん参

考になる。ネット上で閲覧、ダウンロード可能。当日の集

会の模様も動画で視聴することができる。 

	 

この隘路を打開する、いわば形式的な方便として、

「個別学習計画」が案出されたと考えると、賛成は

できないが、なるほどと腑に落ちる部分もある。し

かし、だからといって、親の会やフリースクールに

関係する法案賛同者たちが楽観的に言うように、フ



リースクールで友だちと談笑したり、ゲームをした

り、家庭でくつろいでいたりすることも「個別学習

計画」に組み入れてよい、となるかどうかは予断を

許さない。	 

というのも、同じく法案賛同者で「多様な学び保

障法を実現する会」共同代表、喜多明人早稲田大学

教授は、この「学習計画」に単なる方便以上の実質

的な役割を担わせているからだ。かれはこう述べて

いる、「多様な学びの場の公的支援とかかわって、バ

ウチャー制度の導入などにより、営利目的の団体な

どが参入し、自由競争化する懸念があるといわれて

います。そうであるからこそ、	 その歯止めとして、

個別学習計画の認定手続きに、公教育事業を担う教

育委員会が関与する実質的な理由があると思いま

す」。	 

わたしは、それはそうとしても、そもそも、この

「個別学習計画」が任意であり、強制されない点を

力説する喜多教授の議論に強い違和感を覚える。か

れは言う、「任意規定である以上、計画書を申請しな

い自由が確保されていますから、この12条（個別学

習計画の条文）を持って「行政介入」と理解するの

は早計だと思います。	 ただし、学校外の学びの場と

はいえ、認定を受けた保護者だけが就学義務を果た

したものとみなされると、申請しない保護者に対し

て、現状以上にプレッシャーを与えることにならな

いか、という懸念が生まれることでしょう。そのよ

うな不安感を取り除くために、	 適切な制度設計がは

かられることが必要になります」。	 

一定の「行政介入」の形をとらなければ公的支援

の対象とはなりえないのではなかったか。その形と

しての学習計画を提出しない自由もあるのだから

「行政介入」には当たらないというのは詭弁としか

言いようがない。そうして、しかも、すべては法案

成立後の運用の問題、つまりは文部科学省が作成す

る「実施規則・細則」「教委への通達」などに丸投げ

にされてしまっているのである。	 

この部分については「多様な教育機会確保法 ここまでき

た！報告会 次の国会へ向けて」と題する法案賛同者の 10

月 20 日集会に向けた冊子を参照。この法案の上程にむけ

た過去十数年の経過と、馳文科大臣の就任会見の記録な

どはたいへん参考になる。ネット上で閲覧可能。 

	 法案の早期成立をめざす集会と法案の白紙撤回・

出直しを求める集会と、近日に相次いだそのどちら

の側にも、わたしにとってはなつかしい顔ぶれがた

くさん並んでいる。「学校に行かない子」に寄り添い、

そこから深く学ぼうとして、長年にわたって活動を

ともに支え合ってきた人たちが、これほどきびしく

意見を異にするようになったのはなぜなのか。求め

る理想は同じで、それを実現しようとするプロセス

で異論が生じているのか。求める理念そのものに、

いまだ十分には語り出されていない分岐があるのか。	 

	 両者の議論をあらためて通覧したうえで、いまの

わたしは、つぎのように考えている。	 

●「多様な教育機会」と称しつつ、この法案では、

学校にうまく適応できる子と、どうしても学校にな

じめない子の存在を、なぜそうなるのかを問うこと

なく追認し、そのうえで、相互に行き来のない分立

した二本立ての「教育」を目指しているように見え

る。それも、対等な二本立てではない。後者はあく

までマイナーな位置づけだ。メジャーとマイナーが

分立して交わらない状態を「多様」とは言わない。	 

●法案に言う「普通教育を十分に受けていない者」

ないしは「相当の期間学校を欠席していると認めら

れる学齢児童」とは、とりあえずは学校基本調査の

「長期欠席児童」の全体を指すものと解すべきであ

る。いわゆる「不登校」に分類されるこどもだけを

念頭におくものであってはならない。こどもの６人

に１人が「貧困状態」にあると言われており、少な

くない数のこどもがなぜ「長期欠席」になっている

のか、現実をもっとていねいに見つめるべきだ。	 

●学籍のとりあつかい、個別学習計画の申請、計

画の認定、義務教育の修了認証のありかたなど、あ

まりにも多くの不分明な部分が、法案成立後に文部

科学省が作成する施行規則（省令）などに委ねられ

てしまっている。「運用」によっては改善しえない過

誤が法案には盛られているのではないか。	 151107 


